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相互依存関係における権利と義務の公共選於

大 村 達 弥

序I

社会の成員が各々の合理性を追求することが，社会的にみても望ましい結果を生みだすのであれ 

ば，社会は集合的選択を必要とはしないであろう。 また，社会の成員の各々が，忠実な道徳の実践 

者ならぱ，集合的選択の実現を国家の強制によって担保する必要はないであろう。 し力、し，現実の 

社会では，望ましい社会の目標を実現するために，われわれは多くの制度を選択し運営してきた。 

多くの論者が指摘するように，財産権と契約の制度は資本主義的市場機構を支える重要な制度的枠 

組である。 し力、し，社会の成員の相互依存的関係から生じる外部性は市場機構の中に完全に吸収さ 

れるわけではない。そこに制度選択の絶えざる必要性の契機が存在する。

筆者は， シュミッ ト 〔1978〕にならい，制度を次のように定義づける。

制度とは，社会における人間の相互依存性を制御し，誰が何をとるかという問題を解くところの 

特 定 の 権 利 （または義務）の集合である。

制度は，社会の成員が個人的合理性を求めて経済的活動をする際に，成員にインセンチィヴを与 

える枠組であって， しかも何らかの社会的目標を実現しようとするものである。制度を集合的選択 

の対象とするときは，制度の与えるインセンチィヴがどのようなバーフォーマンスを生むかについ 

て評価されなければならない。それは，たとえていうなら所与の制度のもとで，公共財の供給量お 

よびその費用負担を最適化する問題ではなく，所与の環境のもとで，公共財に関する最適な制度を 

選択する問題である。

このような問題に一般的な答を与えることは， もちろん，本稿の目的をはるかに超えるものであ 

る。本稿の目的は，相互依存的な人間関係を， ごく単純なゲームモデルとして眺めることにより， 

先に定義した制度の位置付けを試み，制度選択の方向を探ろうとするものである。

I 制度の集合的選択

社会の各成員の自由， またはそれを基礎とする個人的合理性を認めつつも，それらとは相容れぬ
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Buchanan (1975). Chap. 2. 

Bush (1972). 5-18. 

Buchanan (1975). Chap. 3.
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かにみえる集合的選択を自由な個人それ自身が必要とする理由が存在することを認めることから本 

稿は出発する。 ’

このことは* 広い意味での外部性と密接に関係している。 プキャナン（1975)は「立憲契約」の成
( 1 )

立を説くために，各人に与えられた稀少財ズと，その他の自由財を想定する。 アナーキーな世界で

は，天賦の稀少財の消費は，他者にとっては，例えば，それを奪って自分が消費する機会が失われ

たことを意味する点で，外部不経済をもたらす。そこで，各人は他者から稀小財ズを奪うために，

さらに他者の同様な行動を防ぐために努力し，その外部性を内部化しようとする。 こうして成立し 
( 2 )

すこ「自然分配」は，立憲契約の基礎となる。立憲契約においては，成員の財産権が承認され，国家

の強制により担保される。
(3)

また， 「立憲後の契約J として， 純粋公共財の供給とその費用負担の決定が， 集合的決定過程に 

委ねられる場合，その決定ルールもまた立憲契約に基礎をおき，国家の強制で担保される。

相互に財産権を承認した後に行なわれる私的取引においては，財の交換によって両当享者がより 

高い効用を得ることができると知るとき，取引は自発的に行なわれよう。

しかし，取引過程における契約の次のような簡単な囚人のディレンマから契約を履行しないこと 

への誘因が存在していることが知られる。

たとえぱ，当事者1 力’、契約を履行し， 自己の保有す 

る財を相手に引渡した。相手がこれに対して代金を支 

払えぱ当享者1 は，所期の効用増を得ることができろ 

力*、， もし相手方の履行がないときまたは不完全なとき 

その結果は，単に彼の所有物を失ったということにす 

ぎない。反対に，当享者2 は， 目的のものをただで手に入れた。両当事者が，契約履行に関し協力 

すれば， もちろんこのような享態に陥らないですむのである。たとえそうでなくても，取引の対象 

が排除性の高いものであるため， 同時履行の条件が容易に成立する場合や， 商 品 の 瑕 施 （あるいほ 

特性）が容易に判断できる場合にも， このような♦ 態を避けることができる。 し力、し，そのような 

保IEがないときには，契約が存在しないのと同じ結果になってしまう。 こうしたケースにおいて立 

憲契約は，契約者の利益を保護するべく，各当享者に契約の同時履行を要求し，.あるいは，引渡し 

た財の返遺または賠償を求める権利等を与え，国家はその実現を強制する役割を担うことになるで 

ぁろぅ。

公共財の取引過程で生じる囚人のディレンマもまた各成員の契約履行（すなわち費用負担分の貢献〉
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に関するもので ,ある。オールソン 〔1973 : 48- 〕のい う latent group (成員の数が大規模な社会）に

おいては，個々の成員のグループに対する貢献は， きわめて小さいのでグループ全体にはほとんど

影響力をもたない。 したがゥで，非排除性のもとでは，合 理 的 • 利己的個人は， グループに対する

貢献のインセンティヴを欠く。公共財がグループ全体としていかに倾値あるものであってもprivレ

leged g roupにおけるのとは異なり， グループの利益のために働こうとするいかなる成員にも，

そのインセンチィヴを与えないため，公共財供給は失敗する。合理的個人をグループに貢献させる

ようにする唯一の方法は，負の ま た は 正 の 「選択的」 なインセンティヴを用いること，すなわち，

費用を負担しない成員に対しては， もし彼が強制されずに費用を負担していたなら到達したであろ

う効用水準よりもさらに低い効用水準しか得られないような罰を強制し，あるいは，費用を負担す

る者に対して報償を与え， もし彼が負担もせず報償も得なかったなら到達したであろう効用水象よ

りもさらに高い効用水準が得られるような誘因を与えることである。

公共財供給においては，供給の結合性は，協力的= 集合的意思決定が全員に対し利益をもたらす

r人参J である一方で，排除原則の欠除は，個人をして勝手な行動へ誘い込む「りんご」なのであ
( 6)

る。

しかしながら，先に示した相対契約の例からも知られるように，公共財供給にまつわる0 人のデ 

ィ レンマの可能性は，公共財特有のものではない。すでに述ヴたように，相対契約における図2-1 

のようなヒューリスチィプクな例としてのゲームを両当享者の信頼関係に基づく協力ゲームと見る 

なら，その帰結は多分双方の契約履行の箱に存在するであろう。

しかし，再びオールソン的 latent group内における任意の2成員 同 士の取引（非協カゲ- ム） と 

見るならぱ，合理的個人行動は，契約の完全履行に対するインセンティヴをもたないことになる。 

このことは，必 ず し も latent g roupに特有なことではないが，latent g roupにおいては特に起 

こりそうなことである。なぜなら，私的取引の成立は，契約の相手の資力，商品の信頼性などの情. 

報に負うところが大だが，それは単に基本的財産権が存在するだけでは得られない。 ところが， こ 

のような情報は完全には排除性がないから，情報供給は失敗する。いわゆる欠陥商品問題は「情報 

入手の非対称性J ま た は r情報の不確実性J から生じるのである。 このような情報が当享者双方に 

入手可能であることの意味は，いやしくも契約を結んだからには双方とも契約不履行（または不完全 

履行）をしないことが非常に確からしくなったということである。

その結果は，契約履行の行為から生まれる相互依存的な利得集合のなかから，双方が有利となる

「三田学会雑誌」74巻 1号 （1981年2月）

( 4)

注（4) このことと，自己の公共財選好を策略的に偽ることによって生じるフリーライダー問題とは異なるものであることに 

留意されたい。
(5 ) Olson (1973). 51-

(6 ) Mueller (1979). 14-

( 7 ) 宫沢（1978). 63~.
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図 2-2
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, (もちろん取引不成立の場合との比較においてであるが）点の選択へと導びかれる。 しかし，このような

情報が入手できない場合（情報コストが非常に高い場合）においても， 双方の当享者から契約不履行

の機会を除去する制度は存在する。その一例は，信義誠実の原則によって，契約を履行した一方の

当享者が，他方の当享者の行為によって，損失を受けたとき，相手に对して損害賠償というサイド

ペイメントを要求し，所期の機会を確保できるような 
(9)

権利を与えることである。 こうすると，図 2-1のマト

リックスは，たとえぱ，図 2-2のようになるので，非 

協力ゲームの解は双方の履行の箱になる。 またこれと 

は異なる制度を考えろこともできる。たとえば，契約 

の履行の強制，契約不履行に対する罰金の賦課などであるが，それらの制度選択については後に述 

ベる。

社会の成員は，あらゆる局面で相互依存関係にある。 「自然分配」はま論仮想的なものであるが， 

そこでは，成員の権利の承認が全く存在しない。 これを，いわぱ社会の相互依存関係の原点とした 

とき，現実の社会には， 「立憲契約」による^1利の集合が存在する。社会の成員の自由とは，他人の 

権利を侵さない範囲内のものであり， また，他人の権利長害に対し， これを排除することを国家が 

保 IEする範囲内で各成員は自由を享受する。

シ ュ ミ ッ ト 〔1978〕は， このような市民的自由によっに成員が得ることのできる機会集合をr相
(1の

互作用的機会集合」 と呼ぶ。相互依存的世界では，ある成員の機会は，他人によって形成されるの

であり，そのポテンシャルな機会を規定するのは権利である。その機会集合は，個人に「開かれた」

すなわち刑法に禁じられていたり，私法上の権利を侵言することのない個人行動がとりうる系列を

その要素とする。換言すれば，相互作用的機会集合とは，社会の個々の成員の自由を認める一方で，

個人の行動に一定の法的制約を課した結果得られる各成員の利得の集合であり， アナーキーと秩序

のトレードオフを内包している。 さらに，そのトレードオフは，嗜好，技術，資源が変化するにつ 
_  (11)

れて，変化せざるを得ない。言いかえれぱ，変化の過程では，囚人のディレンマをその部分集合に 

もつ新たな相互作用的機会集合が生まれてくるのである。本論文では， まず議論の出発点として， 

次の仮定を置く。

仮 定 1 相互依存的世界においては， 先にみた囚人のディレンマ（さらに広くは，個人的合理性 

に基づく行動帰結が，集合的合理性の帰結としてのバレート改言性からstfe雜することを含む）が存在する。

注（8 ) 損失を計る基準を，双方が契約を履行したときに得られる利得に置くか，そもそも取弓Iがなかったときの利得とする 

力、は，ここでは無視する。

( 9 ) たとえぱ民法415条 （債務不履行による損害賠償責任)，同570条 （瑕紙担保責任)。

(1の Schmid (1978). 6- ,図2-1および図2-2の利得行列は，相互作用的機会集合の部分集合と解釈できる。

(11) Buchanan (1975). 162-
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仮 定 2 仮 定 1.の解消には個人に対する何らかの強制の裏付けのある制度の集合的選択が必要
(12)

である。

成員数が大きく，互いに顔見知りではない社会（latent group)においては，相互依存関係はし 

ぱしぱ仮定1.のような関係を内蔵しているであろうC また，仮 定 1.が成立しない社会，すなわち個 

人 的 合 理 性 が •■見えざる手」によってバレート最適な状態を実現する社会では，集合的選択は必要 

ではないことを考慮すれば，仮 定 2.は仮定1.の解消の必要性を認めることと同値である。

本稿の目的は，そこで仮定2.に言う何らかの強制に裏づけられた制度の集合的選択について検討 

を加えることである。

社会における強制の形態は多種多様であり，道 徳 的 • 宗 教 的 • 慣習的な制裁，すなわち，国家の

明確な介入を伴わないものがあるが， ここでは，国家による強制に限定することとし,それを後に

述べるような2 つの類型に分けて論ずる。 また，何ら国家が強制することなく，社会の成員の自発

的意思により，ディレンマの解消に実現する場合があることを否定するものではない。 しかし，大

衆社会，匿名社会にあっては，そのような統合は期待しにくいという認識は現実的である。そこで，

議論の出発点として仮定2.を置くことにする。

仮定1.の囚人のディレンマに関しては，心理学的実験研究やゲーム論にその解消の方向を探る多

くの貢献があるが，ここではそれらi：こ立入って検討せず，ハーディン〔1971〕の方法についてコメ
(13)

ントするに留めよう。それは， " 人の成員が公共財の費用負担を支払う力、，支払わないかの二者択

一に直面している場合である。ハーディンの解決は戦略の選択の観点からのものではなく，その結

果に関するコンドルセー選択の存在によって示される。すなわち，各成員がそれぞれ一票をもち各

人の戦略の組合せから生じる結果でマクンミンに対応するもの以上のものについて二者択一の投票

によって決める。す る と 《> 2 の場合に全員が支払うケースが過半数を獲得するというものである。

ここで注意すべきことは，コンドルセーの決定ルールを社会が採用したとしても，このことはその
(14)

決定結果を実施するに際し囚人のディレンマが生じないということを意味しないのである。ハーデ 

ィンの主張には，投票で決めたことは守らねばならないという主張が暗黙に含まれていると解釈し 

なくてはならない。

本稿の分析方法は， ゲーム論的枠組みでとらえた相互作用的機会集合において，個人の合理的行 

動の結果がそのまま集合体としても最適な結果となるような制度の選択を集合的選択の梓組で検討 

しようとするものである。 ゲームの利得行列の要素は, フォン.ノイマンニモルゲンシュテルンの

r三田学会雑誌j 74卷 1号 （1981年2月）

注（1 2 )大規模な社会では，r選択的J なインセンティヴを与えることにより，はじめて集合的選択が成立するという意味で， 

Olson は‘latent group 'という。Olson (1973). 51-.

(13) H ard inの例では，w=10である。

( 1 4 )この決定ルールは，公共財の供給量と費用分担に関する集合的決定のルールとは別個のものであることは言うまでも 

ない。
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公理系を満たす基数的効用でもよいし，企業利潤のような数量を表わすものとしてもよい。ただし
(15)

モデルを単純化するために，transferableな効用を仮定する。

相互依存関係における権利と義務の公共選択

m 行政作用と市民的権利

本稿の関心は，相互作用的機会集合が，官僚機構が主体となる行政作用によって形成される場合 

と，市民的•分fi的な権利を基礎として形成される場合を比較することにもある。官僚機構は，民 

主主義国家においては，法令に定められた権限に基づき，ある行政目的のために強制力に裏付けら 

れた行為を行うことを特質としている。本稿で行政作用というのは，行政の広範囲な機能のうちの， 

このような特質を指している。公害規制法のように，法令によって一定限度以上の汚染物の排出が 

禁止されたり，道路交通法のように車輔の左側通行が義務付けられているときには，行政庁は市民 

がそのような法規を遵守しているかを監視し場合においては違反行為には制载を加えることので 

きる権限が与えられている。また行政庁の下す命令，許可等には，その実効性を後保するため行政 

上の強制執行や制裁が認められている場合力’、多いのである。行政作用の特徴として，あるいは，そ 

れを執行する官僚機構の行動様式として，本稿における分析上重要な点を次に掲げる。

1 ) 行政上の義務，命令等は一方的であり，個々の市民の相互作用的関係に依存しない。たとえ

ば，市民当享者間には争いが生じないような行為であっても，形式的な法規違反に該当していれば，

その行為は罰せられる。このため，行政上の目的である公共の利益が何ら言されるおそれのない行

為であっても，形式的には禁止規定や義務規定に抵触するものとして抑圧されてしまうようなこと
(16)

が避けられないのである。

2 ) 行政上の義務や命令等あるいは，制裁は画一的であり，個々の市民の費用計算や効用水系に 

与える効果の相違に対応しない。行政上の義務•禁止等の対象となる行為は，そうしないこと，ま 

たは，そうすることが個人的に合理的であるような市民がいることが，前提となっている。そのよ 

うな市民が，自己の選択肢を制限されるとき機会費用が生ずるのであり，その大きさは各人に均等 

となる保HEはない。

3 ) 行政の執行（enforcement)は，官僚機構への資源配分を必要とするだけでなく，執行手統 

上の負担が市民に転嫁される場合がある。たとえば，行政の執行上必要な監視業務を容易にするた 

め，市民に対し，ある行為の届出やライセンスIE明* の携帯の義務を課すような場合である。行政 

執行費用は，この両者を総合したものになる。

4 ) 官僚機構は，社会全体としての最適を達成するためのインセンチィンヴをもたない。ュスカ

注〔15) Luce & Raiffa (1957). p. 168-. '

( 1 6 )いわゆる「ネズミ取リJ といわれる取縮り行政にはその要素が含まれていると思われる。本稿4節を参照されたい

(17) Posner (197りは，regulationは偽装的な課税の形態をとることを指摘する。
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(18) (19)

ネンらの貢献に負うこの命題は， ウィリアムソン流のモデルと対比される。その議論の方向として

は，一方では両者を対立的にとらえ，前者が官僚機構の非効率性の経済的側面をとらえたものであ
(20)

るのに対し，後者は，その技術的側面からの分析であるとする見方である。他方，前者の基本的前

提は，大企業経営者行動理論のそれのアナロジーと解釈できるのであり，両者は官僚的裁量モデル
(21)

として同じ方向に発展しているとの見方がある。基本的前提に関するこのような視点の对立は，そ 

れ自体決して軽視できるものでない。しかし本稿では，官僚機構が政治家の忠実な執行機関ではな 

く，官僚的意思決定過程を陽表的に分析するなかで，それが，政 治 家 （または，投票者）の求める経 

済的原生の最適化に歪みをもたらす要因をもつことに注目するだけで十分である。'

本稿でいう行政作用に，ニスカネン流のモデルをあてはめるには，若干のコメントを必要とする。 

1つは，行政作用のアウトプットの水準はどのように測られるのかという点に関するものである。 

行政作用の一般的内容である規制行政や監督行政は，与えられた行政上の目的を達成するための法 

の 執 行 と と ら え ら る 。法が目的合理的に制定されているとの仮定の下では，行政庁は，法の求め 

る秩序を破壊する者に対し，法令の規定に基づいて，いろいろな形態の制栽を加えることにより， 

秩序の維持回復を図ることができる。行政作用のアウトプットは，法津に求められた目的としての 

秩序としてとらえることができる。具体的には，交通* 故による死傷者数，大気汚染の状態等々を 

指標として用いることができる。

次に，行政作用のアウトプットの供給者の独占性であるが，官僚の広範囲にわたる機能の中でも， 

行政作用の独占性はきわめて当然のことと理解されているのである。

さて，官僚機構のアウトプットは過大とな‘るというニスカネン流の仮説を認めると，次のような 

.解釈が成り立つことになる。すなわち官僚機構は，法律に定められた目的を達成しすぎることであ 

る。あるいはそれは行政執行に際しては，隅々までよく監視の眼が届くことであり，市民に転嫁さ 

れた執行手続上の義務の履行を厳しく迫まることである。あるいはまた，法律によって与えられた

裁量権の範囲内とはいえ，義務やま止の負担を重くする方向での立法行為を推めることであり，税
(22)

の賦課におけろリヴァイアサンの出現である。

以上が行政作用をモデルに取り入れる際の視点となる。次に， これと対立的な市民的分権的権利 

について触れる。

本稿で市民的権利という場合は，社 会 権 • 生 存 権 • 参政権を含む権利一般を指すのではなく，市

注(18) Niskanen (1971)は，周知のように官僚機構の目的を，支出の最大化に求める，

(19) Williamson (1974)は，経営者の目的関数の独立変数としては，企業の利潤のみではなく，スタッフの配置という 

別の変数が存在することから，非効率性を説明する。
(20) van den Doel (1979).12レ132.

(21) Mueller (1979). 156-165.

(22) Brennan & Buchanan (1977).
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民相互の関係において，市民の自由を守り，市民の利害対立を調整する機能をもつ権利に限定され

る。所有権はその典型である。私的所有権は，財を介した人間対人間の関係の法規範として，契約
(23)

お よ び （法的）人格とともに市場経済の梓組を形成するカテゴリ一として認識されている。 その内

容は，財の使用^# • 収 益 権 • 処分権の3権を合わせた広義の使用権であって，無制限かつ無期限な

ものである。本稿においセ市民的権利は，所有権のような歴史的発展過程を経てきた既存の権利を

含むものであるが，それだけではない。分析上重要な点は，権利とはまず，それを有する市民が，

その範囲内では自由な行動が保！Eされていること（たとえぱ，処分権とは，勉r分しても処分しなくともよ

い自由を与えられていることである）である。さらに，ある市民が他人の権利を侵す場合には，妨言婢

除 • 返 遺 . 損害賠償などの請求によって自由を回復する手段が保証されていることである。

本稿のモデルにおいて，行政作用は，市民相互の関係を制御することを主たる目的としている点

で, 市民的権利と同じ機能をもっている。また両方の機能は，最終的にはI I 力によってその実現を

担保される点も共通の特徴である。しかし，大きな相違点が存在する。それはまず，行政作用は市

民の自由の領域から行動選択肢を奪うことによって秩序を創出しようとするのに対し,.,市民的権利

はまず，市民の自由の領域を，限られた形ではあるが，確保しようとするものであるという点であ
(25)

る。実際の制度においては，他人の権利を長害しない義務が併存することが多いであろう（盗みが禁 

じられると同じに，盗まれたものの返遺を求めることができるなど)。しかし，権利と義務が対になりてな 

い例も容易にあげることができる（丰輔の左側通行が義務づけられているが，右側を走ってくる車に妨害さ 

れた人が，左側を通行するように要求する権利はないであろう）。 これに関連して， 相違点の2 番目は， 

行政作用においては，市民と行政庁との関係が主体であり，市民の義務違反等の行為は，行政庁が 

取縮るのであるから，原則としてそのような義務違反行為によつて不利益を被つた者がたとえ何ら 

違反者に対する行動を起こさなくても，違反者は制裁を受ける。

これに対して，市民的権利の侵害に対しては被害者は，原則として， 自発的にその長害行為のゼ  ̂

除を求めなけれぱならない。そのためそこでは，交渉や訴訟のための費用が生まれてくる。

本稿の目的とする制度選択は，個人間の相互依存関係に影響を与える2 つのカテゴリ一一 行政 

作用と市民的権利—— のどちらかを採用したとき，その制度のバーフォーマンスはどのようになり， 

その結果どちらの力チゴリ一が選択されるかという問題である。 2 つのカテゴリーは, すでに述ぺ 

た異同のほか，様々な機能上の特性をもっているから，実際上の制度選択については，それらの特 

性の比較を無視することはできない。 しかし本稿では， 2つのカテゴリーについてのすでに述べた 

ような性質にのみ着目して分析をすすめてゆき，そのバーフォーマンスの特徴を明らかにしようと 

するのであろ。

相互依存関係における権利と義務の公共選択

注( 2 3 )川島（1947).第2享。

( 2 4 )村上 et a l . (1973). 90-.

( 2 5 )実際には，行政作用の中にも経営権の設定のような形成的行政行為が含まれるが，本稿のモデではそれは考慮しないC
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その前に，これら2つの力チゴリ一について，文献上の諸概念との関係に若干ふれておく。

おおまかな結論としては，本稿にいう‘行政作用は， regulationと共通部分が大きく，市民権利

は property r ig h tとの共通部分が大きい。 regiUationは多くの研究者の研究对象となっている。

ライカ一とオーデシュク〔1975, : 280-〕は選択肢の範囲，その結果の集合の大きさ，技術水準，

情報量などを改変する過程と見ている一方で，その手段としては，選択肢の制約を考えている。 こ

の概念は広範なものであるが，その手段とされていることからみて本稿の行政作用に近いものであ

る。また， スチィグラー〔1971〕や，ペルツマン[；1976〕の regulationは，補助金.産業への新

規参入抑制• 価格統制などを具体的な享例としており，本稿のような機能的な力チゴリ一とは異な

る。分析の視点も本稿とは異なったものであるが，行政府を主体としたところは共通している。ま

たポズナー〔1972, P. 271〕は， regulationと common la w を対立的にとらえる。そこでは，
(26)

市場の失敗がproperty r ig h tを 含 む common la w から生じてくるとする一方で， その解決と 

して行政システムが直接的な制御を行なうことがregulationに対応づけられる。カラプレジ〔19 

70〕は，♦ 故費用の低減の方法として，specific deterrence---規制的抑止とgeneral deterre-
(27)

nee— 市場的抑止に大別したが， 前者ははほ’行政作用に含まれ， 後者は市民相互の関係を市民的

権利として構成したときの機能に相当する。

隣接する土地の一方で行なわれる経済活動が，他方のそれへ外部不経済を及ぽす場合，取引費用

がなけれぱ兩当享者にどのような権利が分配されているかとは独立に，交渉の結果は最適となるこ

とは，周知のようにコーズ〔1960〕によって論IEされたが， この場合の権利は，損害賠償請求権►

所有権などであり，本稿の市民的権利である。外部不経済の発生が直接，法的に制限されていると

きは，両当享者の交渉の余地も制約され，交渉解が最適となる保証はないことは言うまでもない。

プキャナン〔1972〕は，この種の問題の実例ともいえる享件の解釈についてのサミュユルズ〔19713 
(28)

との論争の中で，新たに生じ.る相互依存関係を除去するための交渉を始めるためには，その出発点 

として，明確な権利関係の存在が必要であると述べている。そこでは，交渉にあたっては取引費用 

の存在は無視できないこと，および権利関係の集合的選択にはM値判断が含まれることが前提とさ 

れているのである。

シュミット〔1978, : 4-〕は， 相互依存性が協力または紛争の契約となるとの認識からpro

perty righ tは， 1人の個人からもう1人の個人への資源または行動の流れに関する関係を記述す

注〔26) Posner (1979. 28-) tt, property right が universality (稀少財は誰かが所有していること）， excludabi- 

‘ Hty, transferability,の条件を満たすとき，資源の効率的利用に対するインセンティヴを生みだすことを指摘する，

( 2 7 )浜田（1977. 43-)は，交通享故だけでなく，公害，不良商品による享故などを一括して享故と呼び，事故費用低減0  

手段として規制的抑止と市場的抑止とを対置する。

(28) Miller et al.v. Schoene事件をめぐっての論争。隣接する杉の森林とりんご園の所有者間の事件で，杉についた 

一種のきのこが，りんごに損害を与えたことが発端となった。ヴァージニア州は，享件より10年ほど以前に，りんご園 

を保護すために必要あれば杉の伐採を無補供で行なえるとの州法を制定していた。
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るものであるとする。たとえぱ，所有権 ’(ownership)は， 所有者の行為により影響をうける他人

にとづての費用を創出し， また本人に对しその使用. 交換を通じて使益を創出する機会であるとす

る。このシュミットのproperty r ig h tの概念は， 本稿における行政作用と市民的権利の2 つの

カテゴリーを包摂するより広い概念として成立しているのである。 property r ig h tの概念は論者

によって必ずしも明確に定義づけられているわけではなく， また機能的な概念とみる力、，法体系上

の概念とみるかなど， どのような側面に焦点をあてるかによって，いろいろなヴァリエーションが
(29)

あるといえよう。

I V 囚 人 の デ ィ レ ン マ モ デ ル

. 本節では，2x2の因人のディレンマの解決を目的とした制度を考察する。言うまでもなく，囚人

のディレンマは，非協力非ゼロサムゲームである。とのモデルでは，n 節の仮定1 によって協力解

の存在が否定されている。また仮定2 は， ディレツマの解決のための制度が，何らかの強制に裏付

けされたものであることを要求する。前節で示した2 つの力チゴリ一は，いずれも強制の契機を含

むものである。そこでこのモデルにおいては，制度を2 つの力チゴリ一，すなわち行政作用と市民

的ま利の構成によってとらえ,' そのバーフォーマンスを調べる。制度の選択は，代替案のバーフォ

一マンスを評倾基準として投票によって決せられる。この単純なモデルでは社会の成員は2 人であ

図 4-1 . るから，決定ルールは全員一致制を採用するものとする。

プレ- ヤー2 図4-1は，2 x 2 のゲームの利得行列を表わしたものであ

J  n  / の2 、 ,  る。囚人のディレンマが生じるのは, プ レ ー ヤ ー =
I D i  ( C l ,ら） (Ci> も）

ヤ 2 ) についてそれぞれ

1 Cl (ゴ1 , (ろ1 ,ら）
1 * Oi〉 bi 〉 Ci>di^ (4—1)

が成立する場合であろ。相手が戦略/?ゾをとっても，ら を と っ て も 戦 略 力 は 戦 略  

をドミネイトするから， ゲームの非協力解は（Cl, Cz')となり， 各プレーヤーの利得はいずれも協 

力 解 ひ 1 ,ろ2 ) より小さくなる。 この場合，たとえぱプレーヤー1 に と っ て は 戦 略 を と っ た と  

き の fli—C lと，戦 略 C lをとったときの6i—ゴ1は，それぞれプレーヤー2 の与える外部効果を表わ 

すものと解釈できる。そ こ で （4-1)の関係は次の条件り〜i i i ) が満たされることと同値である。 

り 戦 略 D iは 戦 略 C*をドミネイトする。 C* = l , 2)

i i ) 外部効果が正。すなわち

cii—Ci^Q, bi — di〉0 (i = l , 2')

注(29) Alchian & Demsetz (1973), Furbotn & Pejovich (1974) などに示される property right アプローチもに 

V、概念を採用した特色ある分析を展開しているが，本稿では割愛す5。
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i i i ) 協 力 解 （ろ1,ろ2 ) は 非 協 力 解 （C l,c O より大。

次にこのモデルでは次のような仮定をおく。 なお， ゲーム論的用語を避けるため， プレーヤーは 

個人と言い，戦略は選択肢という。

仮 定 3 各個人は同質であり，個 人 1 と個人2 を入れ替えても利得行列は変わらない。

仮 定 4 利得が効用指標であるとき，そ れ は transferableである。（再揭）

仮 定 3 も仮定4 も，モデルの簡単化のための非常に強い条件である。仮 定 3 から

«1=び2 , ろ1 = 02, Ci = C2,ゴ1 ニゴ2

となり，ナ ッ シ ュ 〔1950〕が交渉解の条件として4 つ掲げたうちの対称性を満たす。以後，利得斤 

列の要素には個人をまわす添字を付けない。

ある制度が施行されると，モデルにおいては，後に述べるように利得行列の変化が生じることに 

なり，個人の行動はそれによって変化するのである。 このような分析を加える必要上，利得行列ひ 

タイプを次の3 つに分類し，それぞれについて，いくつかの具体例を添えておこう。なお 

e = (^a+d')l2 

タイプI とは，

a>e>b'>c〉d (4-2)

を満たす場合であり， タイプI I とは，次のいずれかを満たす場合であり， 

a>b^e>c>d  (4-3)

a'>b〉e'^c>d (4-4)

タイプ瓜とは

a>b>c>e>d  (4-5)

を満たす場合である。

タイプI の 享 例 （通勤ラッシュ）

朝の通勤ラッシュの時間帯は比較的限られている。それを避ければ混雑による不快感はないが， 

そのためには早朝出勤をしなくてはならない。そうすると， それだけ家庭にいる効用が儀牲になる《 

そればかりか，独りだけ会社に出勤しても，取引先や同僚が出勤していないので仕*がはかどらな 

,いという情況を想定してみよう。ある個人の利得は次のようになるであろう。

図 4-2

選択波ムパラッシュ帯出勤 

U  E, // Ei ；早朝出勤

ム1 I+ H - C  I+ H  C :混雑による不快

が：家庭にいる効用 

五》 0 / / ：仕事上の情報交換の便益
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図4-2においては，

c〉n>i〉o, H+i>c
が成立すれぱ，囚人のディレンマとなる。つまり，混雑はいやだが，家でゆっくり新聞でも読んで 

から出社すれぱすぐ仕享が始められるなら混雑もしかたがないとあきらめる場合である。 

e = (/+H)/2

で あ る か ら （4-2)が成立することは容愿に確かめられる。

タイプI I の 享 例 （その1 : デザインの盗用）

デザインを商品化して利益をあげている同規模で同能力の会社>1,5 がある。

両社は，他社のデザインを盗用せず， 自社開発の製品を用いれぱ， の利益を上げることができ 

る。 ところが，一方的に他社のデザインを盗用するときは，そのために多少の費用C がかかっても， 

相手の会社の利益り半分を自社の利益とすることができる。

资用の費用が小さく

相互依存関係における権利と義務の公共選択

因 4-3

P/2 >C

が満たされていれぱ，0 人のディレンマとなる。

(3の

盗用

盗用
P-C

A

自社開発のみPI2

B

自社開発のみ

P
タイプ！[の 享 例 （その2 : チャリティ）

自分の所得の一部をチャリティに向け•るよウは， 自分で消費したほうがよいが，他人もチャリチ 

をするならば， 自分もチャリティをしてもよい。

図 4-4

他人
チャリティ 自己消費 Cs：自分がチヤリティをするときの効用

s チャリティCs + Cfl Cs + f/fl C fl:他 人 （多くの人々の代表としての）力’、チ
分 自 己 消 費 Us + Ca Us + t/a ときの効用

ただし， Us ：自分が自己消費するときの効用
Cs + Ca>Us + Ua, Us>Cs : 他人がg 己消費するときの効用

タイプm ( 1■崇高なる実験j )

酒は， 自分自身が適度に飲むならぱ楽しみを与えてくれるものである。 しかし，度を超すと健康 

を損ね，家庭を破壊する危険がある。それは医療費や，福祉費の増加となって，飲酒しない人達の 

負担も大きくなるだろう。 さらにまた飲酒が普及すれば，交通安全や街の治安に悪影響がある。周 

知のように，アメリカでは1918年に禁酒法が施行されたが，そ れ は 「爱高な実験J と呼ぱれ，結局 

失敗に終つた。

注(30) Riker & Ordeshook (1973). 285-.
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151 4—6

飲酒

禁酒
ただし

S > D - H > Q

分

他 人 （社会の平均としての） 
飲酒 禁酒

D - H  D + S-H

- H  S

D ：飲酒の効用
が ：飲酒の害から生じる医療費，福祉費の 

負担分
S ；治安の効用

さて次に，行政作用と市民的権利の構成のそれぞれについて，それらが利得行列をどのように改 

変するかを示す。

の,

図 4-6

C - S

d

C,

行政作用について

行政作用は，あるときには，法律上好ましくない特定の選択肢を個人が採用することを禁じ，あ 

るときには，特定の選択肢を採用することを義務づけて，囚人のディレンマを解消しようとする。 

その違反に対しては制载が加えられる。本稿のモデルは選択肢が2 つであるので，參止の対象とな 

る選択肢と，，義務違反となる選択肢は同じと考えてよいから，：制裁の水榮を5 とすれぱ，個 人 1 の 

利得行列は次のようになる，

S の水準を適当に定めれぱ， 選 択 肢 C iが Z?iを ドミチイト 

して，非協力解は6 となる。 しかしm節で述べたとおり，行政 

の執行には費用がかかる。費用負担が税金の形態によるもので 

あれ，個人に転嫁されたものであれ，それは利得行列の各要素 

を均等に減少させると見るべきである。 こ の 費 用 を とすれぱ， 

b-Ec>c (4-6)

が成立していなけれぱ， この制度は採択されない。官僚機構のニスカネン流のモデルでは， アウト 

ププトが過大となるのであったが，本稿のモデルにおけるその解釈の一^̂：5は，（4-6) 式が成立しな 

いということにほかならない。本稿のモデル上のニスカネン的官僚機構のバーフォ一マンスの解釈 

の 2 番目は，次のような2 x 3 のゲームの場合である。

园4-7では，個 人 1 の 選 択 肢 （a i , « 2 ) と， それに対 

応する個人2 の 選 択 肢 （ん A 0 との組合せから生じる 

ゲームは，囚人のディレンマになっている。そこで行政 

作用によってこのディレンマを解決するためには，それ 

ぞ れ 選 択 肢 に 対 し ， 効用の減少が4 以上となる 

ような制裁を加える必要がある。 ところで個人1 は， 個 人 2 が選択波息をとっているときには， 

個 人 2 に対して外部不経済を与えていないが，個 人 2 のその行動から外部経済を得ている（個人1 と
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個人2を入れ替えても同じである）。もし個人1 と個人2 の交渉費用が無視できるものであり， かつ両 

者が協力的であれば，選択肢O i , A i ) または（び3 ,タ1 )の組合せはコアとなる。 ところが，行政 

作用によゥて， またはj8 iの採用には制裁4 が加えられるので，両当享者は，交渉によってぺタ 

一オフする機会は失われるのである。

ニスカネン的官僚機構の第3番目の解釈は， タイプI に行政作用を適用する場合の失敗である 

(V 節参照)。

市民的権利の構成について

市民的権利は，個人の自由な領域を確保するのが主眼である。では何が個人の自由な領域であろ 

う力、。 このモデルでは，図4-1において，個 人 1 と2 がマクシミン戦略をとったため（Cl ,C2)の利 

得しか得られなかった社会を出発点としている。 そこでの集合的選択の方向は， （ろ1 ,ろ2) の箱に 

向っているのであるから，個人は，少なくもこのマクシミンの水準は確保したいと考える.ものとす 

る。 もちろん権利の配分は，個 人 1 が特権を与えられたO l , も）の箱を基準とするように構成す 

ることも可能であるが，status quoが (C i,(2) にちるような社会において,権利配分を投標に 

よって決定するというこのモデルでは，O i , も) のような権利配分は，status q u o との二者択一. 

でも棄却されてしまうのである。

以上のことから，図4-1に お け る （も，め）の箱は，個 人 2 の選択肢/?2 の採用による個人1 に対

する権利の侵害として構成されるであろう。そこで，権利の保IE水榮を/?,権利侵害があったとき

に支払われるべき賠償金（これは，権利浸言者の利得からトランスファーされるものと考える） を T , 賠

償後の利得をQ とすれぱ，

i?=ゴ+ r さ (4-7)

Q = a- T  (4-8)

図 4-» となり，利得行列は図4-8のようになる。 ここでは，権利侵害

へ C * の回復のため必要となる訴訟費用は，無視できるものとしてい
C Q

C, R b る。

. V 制度選択のタイプ別分析

いま，（4-7)式の右側の不等式はないものとして，任意に/?が与えられたときのゲームの解につ 

いて考えてみよう。 というのは，図4-8のような利得行列では，どちらかの選択肢がもう一方をドミ 

ネイトするとは限らない。そこで, その場合は混合戦略を採用するとすれぱ， ゲームの解はどうな 

るであろう力、。個 人 *‘ が選択肢/ を採用する確率を/ とすると，混合戦略から得られる利得M i ,  

M ニか/?2(— ゴ）+/>10—6—ア）+ク2( —& + ゴ + て）+ わ .(4-9)
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a: ニー (2 +ろ+C— ゴ

と置くと， まず，a = 0 の と き （タイプnにおいてのみ生ずる）は， またはC fのいずれかがもう一 

方をドミネイトする。それ以外の場合は，簡単な計算により， もし混合戦略が採用されるならぱ， 

r  ニ（fl—め/2 (4-10)

とする場合に，M の値を最大化することができる。以上の結果をもとに， タイプ別の制度選択を考 

察する。なお，いずれのタイプにおいても行政作用の バーフォ ーマンス は，

P^=b-Ec  . (4-11)

となることは明らかである。 ここで，バーフォーマンスは，その制度が施行された後に行なわれる 

ゲームの解の個人利得で評価したものとする。

タイプエ

市民的権利の水準を，（4-10)で示されるトランスファーが確保されるまで高めるとすると，（4- 

7), (4-8)から，

R=e, Q=e

を得る。 したがってこれは（4-7)の不等式を满たしている。

ところで，そのときのゲームの解は，

M = -(e-by ia  + b (4-12)

で与えられ， 《< 0 であることを考慮すれぱ，

M>b

したがって， こ れ を （4-11)と比較すれぱ，

M > P a

となる。 このタイプにおいては， となる場合はもちろん， そうでないときも， 明らかに市
(31)

民的権利構成による制度が選択されることになる。

享例に即してこれを解釈するならば，通勤地獄を解消するために，鉄道の輸送力の増強などの方 

策がとれないときは，強制的に時差出勤を割り当てる制度よりも，個々人の自発的行動に任せたほ 

うがよく， この場合，早朝出勤者には， ラッシュ帯出勤者からトランスフプーが与えられるような 

制度が選択されるはずである。 ’

タイプ]!

この場合は，タイプI で採用された混合戦略方式は採用されない。そこで図4-8においてC iが Di

r三田学会雑誌J 74卷 1号 （1981年2月）

注(3り N ash解 （Nash (195の）のその他の3つの条件が満たされていれば，《はタイプI におけるNash交渉解となり， 

それはMよりも大きい。
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をドミネイトするような市民的権利構成の条件を探らなければならない。そのためには，（4-7) の 

不等式のほかに，

Q>b (4-13)

が必要条件となる。 .

簡単な計算から

i) d<c^e  かつ a+d—cくb<a 

の と き （4-7)'の不等式が成立すれば，(4-13)も成☆ し， ゲームの解はろとなる。

U) d<cくe かつ eさろ̂ fl+rf—C 

のとき，（4-1 3 )が成立すれぱ，（4-7)も成立し，ゲームの解は^>となる。

これは，行 政 作 用 の バ ー フ ォ ー マ ン ス よ り 大 き い か ら ， タイプI I においても市民的権利の制
(32)

度が選択される。

タイプm

この場合も， タイプI で採用された混合戦略は採用されない。 し か し （4-7) の不等式が成立す 

れ ぱ （4-13)も成立し， ゲームの解はろとなる。 したがってこのタイプでも，市民的権利の制度が 

選択される。

結 び

. •

前節のタイプ瓜は，実 際 に 「崇高なる実験J が失敗したという宵景があるが，前節で結論づけら 

れた制度を代替的に採用して成功するかどうかは疑わしい。 このような単純なモデルから， プラク 

チィカルな制度選択が直ちに方向づけられるわけではないからである。それは， このモデルが2人 

ゲームであることもさることながら，権利の分配がつねに価値到断を伴うものであり，現実の紛争 

においては， まさにそのことが争点となっている場合が多、ことに留意しなけれぱならない。
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